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規　
則

○
秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
八
・
人
事

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
告　
示

○
自
衛
官
の
募
集
期
間
（
四
〇
六
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
自
衛
官
採
用
試
験
の
試
験
期
日
等
（
四
〇
七
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
１

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
四
〇
八
・
福

　

祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
四
〇
九
・
福
祉
政
策
課
）
…
２

○
救
急
病
院
等
で
な
く
な
っ
た
医
療
機
関
（
四
一
〇
・
医
務
薬
事
課
）
…
２

○
救
急
病
院
の
認
定
（
四
一
一
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
指
定
（
四

　

一
二
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認
（
四
一
三
・
平
鹿
地
域

　

振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

　
　
議
会
規
則

○
秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
・
議
事

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
七
七
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
七
八
）
…
…
…
４

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
七
九
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

○
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
（
八
〇
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示

○
さ
け
採
捕
の
制
限
（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

　
　
公
営
企
業
管
理
規
程

○
秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
八
・
公
営

　

企
業
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

　

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
四
十
八
号

　
　
　

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
農
地
整
備
課
の
項
第
四
号
中
「
農
林
漁
業
金
融
公
庫
資
金
」
を

「
金
融
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
四
百
六
号

　

平
成
二
十
年
度
第
四
回
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
の
募
集
期

間
が
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年

政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

募
集
期
間

　

平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
七
号

　

平
成
二
十
年
度
第
四
回
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
の
採
用
試

験
の
試
験
期
日
及
び
試
験
場
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行

令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百

十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
五
十
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

試
験
期
日

試　
　
　

験　
　
　

場

募
集
地
域

名　
　

称

位　
　

置

受
付
時
に

指
定
す
る

日

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部

秋
田
市
山
王
四

丁
目
三
番
三
十

四
号

秋
田
県
全
域

陸
上
自
衛
隊
秋

田
駐
屯
地

秋
田
市
寺
内
字

将
軍
野
一
番
地

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
大

館
出
張
所

大
館
市
赤
館
町

三
番
三
号

大
館
市　

鹿
角
市　

北
秋
田
市 

鹿
角
郡 

北
秋
田
郡

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
能

代
地
域
事
務
所

能
代
市
花
園
町

二
十
六
番
二
十

二
号

能
代
市　

山
本
郡

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
秋

田
募
集
案
内
所

秋
田
市
茨
島
二

丁
目
八
番
二
十

四
号

秋
田
市　

男
鹿
市　

潟
上
市　

南
秋
田
郡

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
由

利
本
荘
地
域
事

務
所

由
利
本
荘
市
給

人
町
七
番
三
号
由
利
本
荘
市　

に
か

ほ
市

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
大

仙
地
域
事
務
所

大
仙
市
大
曲
田

町
二
十
一
番
五

号

大
仙
市　

仙
北
市　

仙
北
郡

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
横

手
地
域
事
務
所

横
手
市
横
手
町

字
上
真
山
百
九

十
五
号

横
手
市　

湯
沢
市　

雄
勝
郡

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

受
付
時
に

指
定
す
る

日

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部

秋
田
市
山
王
四

丁
目
三
番
三
十

四
号

秋
田
県
全
域

陸
上
自
衛
隊
秋

田
駐
屯
地

秋
田
市
寺
内
字

将
軍
野
一
番
地

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
大

館
出
張
所

大
館
市
赤
館
町

三
番
三
号

大
館
市　

鹿
角
市　

北
秋
田
市 

鹿
角
郡 

北
秋
田
郡

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
能

代
地
域
事
務
所

能
代
市
花
園
町

二
十
六
番
二
十

二
号

能
代
市　

山
本
郡

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
秋

田
募
集
案
内
所

秋
田
市
茨
島
二

丁
目
八
番
二
十

四
号

秋
田
市　

男
鹿
市　

潟
上
市　

南
秋
田
郡

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
由

利
本
荘
地
域
事

務
所

由
利
本
荘
市
給

人
町
七
番
三
号
由
利
本
荘
市　

に
か

ほ
市

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
大

仙
地
域
事
務
所

大
仙
市
大
曲
田

町
二
十
一
番
五

号

大
仙
市　

仙
北
市　

仙
北
郡

自
衛
隊
秋
田
地

方
協
力
本
部
横

手
地
域
事
務
所

横
手
市
横
手
町

字
上
真
山
百
九

十
五
号

横
手
市　

湯
沢
市　

雄
勝
郡



２
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秋
田
県
告
示
第
四
百
十
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
次
の
救
急
病
院
が
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
の

で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
一
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
医
療
機
関
を
救
急
病
院
に
認
定
し
た
の

で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
二
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
を
指
定

し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

廃
止
年
月
日

サ
ト
ウ
調
剤
薬
局

有
限
会
社　

サ
ト
ウ
・
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

　

代
表
取
締
役

湯
沢
市
田
町
二―

一―

十
五

平
成
二
十
年
七
月
三
十
一
日

株
式
会
社　

小
田
勘
薬
局

株
式
会
社　

小
田
勘
薬
局　

代
表
取
締

役

由
利
本
荘
市
大
町
三
十
九
番
地

平
成
二
十
年
八
月
二
十
三
日

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

サ
ト
ウ
薬
局

有
限
会
社　

サ
ト
ウ
・
フ
ァ
ー
マ
シ
ー　

代
表
取
締
役

湯
沢
市
前
森
三―

五―

四

調
剤
薬
局

平
成
二
十
年
八
月
一
日

株
式
会
社　

小
田
勘
薬
局

株
式
会
社　

小
田
勘
薬
局　

代
表
取
締
役

由
利
本
荘
市
大
町
二
十
八

調
剤
薬
局

平
成
二
十
年
八
月
二
十
五
日

大
沼
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大　

沼　

信　

一

湯
沢
市
中
野
百
八
十
二
番
地
一
号

整
形
外
科
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科
、
リ
ウ
マ
チ
科

平
成
二
十
年
九
月
十
八
日

大
曲
駅
東
み
よ
し
薬
局

有
限
会
社　

ミ
ヨ
シ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー　

代

表
取
締
役

大
仙
市
福
田
町
二
十
二―

二
十
一―

七

調
剤
薬
局

平
成
二
十
年
九
月
一
日

あ
ら
ま
ち
歯
科
医
院

鈴　

木　

精　

智

由
利
本
荘
市
荒
町
字
改
六
十
五―

一

歯
科

平
成
二
十
年
八
月
一
日

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
四
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

名　
　

称

所　
　

在　
　

地

救
急
病
院
で
な
く

な
っ
た
年
月
日

大
曲
中
通
病
院

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
四
番
三

号

平
成
二
十
年
九
月

二
十
六
日

名　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
の
有
効
期
限

大
曲
中
通
病
院

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
六
番
四

号

平
成
二
十
三
年
九

月
二
十
六
日
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秋
田
県
告
示
第
四
百
十
三
号

　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変

更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
行
う
者

　
　

お
も
の
が
わ
農
業
協
同
組
合

二　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

　
　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
事
業

三　

変
更
内
容

　
　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
関
係
事
務
に
係
る
処
理
基
準
の
改
正
に
伴

う
農
用
地
等
の
売
渡
し
等
の
相
手
方
に
係
る
要
件
の
変
更
等

四　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
日　

平
成
二
十
年
九

月
二
十
二
日

　
　

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
議
会
議
長　

大
野
忠
右
エ
門

秋
田
県
議
会
規
則
第
三
号

　
　
　

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
十
四

　
　
　
　

「
第
十
四
章　

議
員
の
派
遣
（
第
百
二
十
九
条
）　
　
　
　
　

第

　

目
次
中　
　
　

第
百
二
十
九
条
（
議
員
の
派
遣
）　
　
　
　

を　

第
十
五

　
　
　
　
　

第
十
五
章　

補
則
（
第
百
三
十
条
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

第

　
　
　
　
　
　
　

第
百
三
十
条
（
会
議
規
則
の
疑
義
）　
　

」　
　

第
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第

章　

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
（
第
百
二
十
九
条
）

百
二
十
九
条
（
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
）

章　

議
員
の
派
遣
（
第
百
三
十
条
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

百
三
十
条
（
議
員
の
派
遣
）

章　

補
則
（
第
百
三
十
一
条
）

百
三
十
一
条
（
会
議
規
則
の
疑
義
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

第
十
五
章
中
第
百
三
十
条
を
第
百
三
十
一
条
と
し
、
第
十
五
章
を
第
十
六

章
と
す
る
。

　

第
十
四
章
中
第
百
二
十
九
条
を
第
百
三
十
条
と
し
、
第
十
四
章
を
第
十
五

章
と
す
る
。

　

第
十
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

　
　
　

第
十
四
章　

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場

　

（
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
）

　

第
百
二
十
九
条　

法
第
百
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
議
案
の
審
査
又
は
議

会
の
運
営
に
関
し
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
（
以
下
「
協
議
等
の

場
」
と
い
う
。
）
を
次
の
表
の
と
お
り
設
け
る
。

２　

前
項
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
等
の
場
を
臨
時
的
に
設
け
る
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
議
会
の
議
決
で
こ
れ
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を

要
す
る
場
合
は
、
議
長
が
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
協
議
等
の
場
を
設
け
る
に
当
た
つ
て
は
、
名

称
、
目
的
、
構
成
員
、
期
間
及
び
招
集
権
者
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４　

協
議
等
の
場
に
お
け
る
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め

る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
選
管
告
示
第
七
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　
　
　
　
議　

会　

規　

則

名
称

目
的

構
成
員

招
集
権
者

全
員
協
議

会

議
案
の
審
査
又
は
議
会
の

運
営
に
関
し
協
議
又
は
調

整
を
全
議
員
で
行
う
こ

と
。

全
議
員

議
長

県
政
協
議

会

議
案
の
審
査
等
に
関
し
執

行
機
関
と
の
協
議
又
は
調

整
を
行
う
こ
と
。

全
議
員

議
長

会
派
代
表

者
会
議

議
会
活
動
、
議
会
運
営
及

び
議
員
に
関
す
る
基
本
的

な
事
項
に
つ
い
て
協
議
又

は
調
整
を
行
う
こ
と
。

議
長
、
副
議

長
、
議
会
運
営

委
員
長
及
び
各

会
派
を
代
表
す

る
議
員

議
長

正
副
委
員

長
会
議

委
員
会
の
運
営
に
関
す
る

基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て

協
議
又
は
調
整
を
行
う
こ

と
。

議
長
、
副
議

長
、
各
委
員
長

及
び
各
副
委
員

長

議
長

世
話
人
会
一
般
選
挙
後
の
議
員
の
任

期
の
起
算
日
か
ら
一
般
選

挙
後
初
め
て
招
集
さ
れ
る

議
会
の
招
集
日
ま
で
の
間

に
議
会
の
運
営
に
関
し
協

議
又
は
調
整
を
行
う
こ

と
。

各
会
派
か
ら
選

出
さ
れ
た
議
員

議
会
事
務

局
長

会
派
代
表

者
会
議

議
会
活
動
、
議
会
運
営
及

び
議
員
に
関
す
る
基
本
的

な
事
項
に
つ
い
て
協
議
又

は
調
整
を
行
う
こ
と
。

議
長
、
副
議

長
、
議
会
運
営

委
員
長
及
び
各

会
派
を
代
表
す

る
議
員

議
長

正
副
委
員

長
会
議

委
員
会
の
運
営
に
関
す
る

基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て

協
議
又
は
調
整
を
行
う
こ

と
。

議
長
、
副
議

長
、
各
委
員
長

及
び
各
副
委
員

長

議
長

世
話
人
会
一
般
選
挙
後
の
議
員
の
任

期
の
起
算
日
か
ら
一
般
選

挙
後
初
め
て
招
集
さ
れ
る

議
会
の
招
集
日
ま
で
の
間

に
議
会
の
運
営
に
関
し
協

議
又
は
調
整
を
行
う
こ

と
。

各
会
派
か
ら
選

出
さ
れ
た
議
員

議
会
事
務

局
長

名　
　
　
　

称

住　
　
　
　
　
　

所

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

業
務
の
開
始
の
日

指

定

年

月

日

ビ
ュ
ー
ロ
ー
ベ
リ
タ
ス
ジ
ャ
パ

ン
株
式
会
社

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
山
下
町
一
番
地
シ
ル

ク
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
八
番　

瀬
川
ビ
ル
７

階

平
成
二
十
年
十
月
一
日

平
成
二
十
年
九
月
十
八
日

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示



４

平成20年９月30日（火曜日） 第2017号秋　　田　　県　　公　　報

秋
選
管
告
示
第
七
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の

政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

届
出
年
月
日

羽
後
町
を
よ
く
す
る
町
民
の
会

藤　

原　

専
三
郎

藤　

原　

専
三
郎

雄
勝
郡
羽
後
町
柏
原
六
番
地
七

平
成
二
十
年
八
月
八
日

一　

そ
の
他
の
政
治
団
体

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

自
由
民
主
党
矢
島
支
部

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

由
利
本
荘
市
矢
島
町
元
町
字
新
所
三
十
六

由
利
本
荘
市
矢
島
町
木
在
字
上
木
在
九
十
二

平
成
二
十
年
八
月
五
日

代

表

者

土　

田　

与
七
郎

正　

木　
　
　

正

自
由
民
主
党
上
小
阿
仁
支
部

会

計

責

任

者

清　

水　

俊　

一

北　

林　

甚　

一

平
成
二
十
年
八
月
八
日

一　

政
党

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

秋
田
県
農
協
政
治
連
盟
う
ご
支

部

代

表

者

越　

前　

芳　

博

佐　

藤　

正　

蔵

平
成
二
十
年
八
月
一
日

中
田
じ
ゅ
ん
後
援
会

代

表

者

浜　

屋　
　
　

巧

佐　

藤　

武
比
古

平
成
二
十
年
八
月
二
十
六
日

秋
選
管
告
示
第
七
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　
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秋
選
管
告
示
第
八
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

秋
田
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
海
区
管
内
の
沿
岸
海
域
に
来
遊
す
る
さ
け
資
源
の
繁

殖
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　

加　

藤　

和　

夫　

（
さ
け
採
捕
の
制
限
）

　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
は
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
期
間

は
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
漁
業
に
よ
り
さ
け
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
天
候
等
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
繰
り
延
べ

る
こ
と
が
あ
る
。

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

八
郎
潟
町
の
活
性
化
を
め
ざ
す
会

小　

柳　

清　

忠

平
成
二
十
年
八
月
一
日

平
成
二
十
年
八
月
一
日

佐
藤
峯
夫
後
援
会
（
育
峯
会
）

照　

井　

光　

夫

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
八
月
五
日

原
則
雄
後
援
会

高　

橋　

勝　

己

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
八
月
十
一
日

一　

そ
の
他
の
政
治
団
体

Ⅰ
　

種
類

　
政

治
資

金
規

正
法

第
17条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
書

Ⅱ
　

報
告

書
の

要
旨

１
　

収
入

及
び

支
出

の
あ

る
団

体
　

⑴
　

そ
の

他
の

政
治

団
体

　
　

　
政

治
団

体
の

名
称

　
佐
藤
峯
夫
後
援
会
（
育
峯
会
）

（
平

成
18年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

８
月

５
日

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

2,230,000円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

 　
　

2,230,000円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
佐
藤
峯
夫
後
援
会
（
育
峯
会
）

（
平

成
19年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

８
月

５
日

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 2,230,000円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

 2,230,000円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
佐
藤
峯
夫
後
援
会
（
育
峯
会
）

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

８
月

５
日

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 2,230,000円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

 2,230,000円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
原
則
雄
後
援
会

（
平

成
18年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

８
月

11日
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

ア
　

収
入

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 1,660円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 1,660円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

イ
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
政

治
団

体
の

名
称

　
原
則
雄
後
援
会

（
平

成
19年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

８
月

11日
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

ア
　

収
入

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 1,660円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 1,660円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

イ
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
政

治
団

体
の

名
称

　
原
則
雄
後
援
会

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
20年

８
月

11日
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

ア
　

収
入

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 1,660円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 1,660円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

イ
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

２
　

収
入

及
び

支
出

の
な

い
団

体
　

⑴
　

そ
の

他
の

政
治

団
体

政
治

団
体

の
名

称
報

告
年

月
日

八
郎

潟
町

の
活

性
化

を
め

ざ
す

会
（

平
成

20年
分

）
平

成
20年

８
月

１
日

　
　
　
　
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示

海　
　
　

域

期　
　
　

間

漁　
　
　

業

男
鹿
市
戸
賀
字
加
茂

と
同
市
船
川
港
本
山

門
前
の
境
に
設
置
し

た
標
柱
か
ら
二
二
四

度
三
一
分
の
線
以
北

の
海
域

平
成
二
十
年
十
月
十

一
日
か
ら
同
月
十
八

日
ま
で
の
連
続
四
日

間
及
び
同
年
十
一
月

六
日
か
ら
同
月
十
五

日
ま
で
の
一
日
間

定
置
漁
業
、
小
型
定

置
漁
業
及
び
固
定
式

さ
し
網
漁
業
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秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号

　
　
　

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
四
⑴
電
気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
資
本
金
の
表
中
「
公
営
企
業
金

融
公
庫
」
を
「
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
公
営
企
業
管
理
規
程

男
鹿
市
戸
賀
字
加
茂

と
同
市
船
川
港
本
山

門
前
の
境
に
設
置
し

た
標
柱
か
ら
二
二
四

度
三
一
分
の
線
以
南

の
海
域

平
成
二
十
年
十
月
十

一
日
か
ら
同
月
十
八

日
ま
で
の
連
続
四
日

間

定
置
漁
業
、
建
網
漁

業
、
小
型
定
置
漁
業

及
び
固
定
式
さ
し
網

漁
業

発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


